
専 決 処 分 書 

 

次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項 

の規定により、専決処分する。 

  令和８年度ふじみ野市一般会計補正予算（第１号）（別紙） 

 令和８年３月３１日 

 

ふじみ野市長 高 畑   博      



（別紙） 

令和８年度ふじみ野市一般会計補正予算（第１号） 

 令和８年度ふじみ野市の一般会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，２６６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５３， 

２２５，７９２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予

算補正」による。 

 



第１ 表　 　 歳入歳出予算補正

－1－

（単位：千円）歳 入

補  正  額補 正 前 の 額項款 計

15 国 庫 支 出 金 26810,527,436 10,527,704

1 国 庫 負 担 金 2689,462,468 9,462,736

16 県 支 出 金 6813,971,582 3,972,263

1 県 負 担 金 6812,876,571 2,877,252

19 繰 入 金 3174,034,877 4,035,194

1 基 金 繰 入 金 3174,001,648 4,001,965

53,225,792歳              入              合              計 53,224,526 1,266



－2－

（単位：千円）歳 出

計補 正 前 の 額項款 補  正  額

3 民 生 費 25,434,6031,26625,433,337

 1 社 会 福 祉 費 10,138,4331,26610,137,167

53,225,792歳              出              合              計 53,224,526 1,266



－3－

１ 　 歳　 入

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

（単位：千円）国庫負担金1国庫支出金（款） 15 （項）

補 正 額 説    明
金   額区   分

節
計補正前の額目

268社 会 福 祉 費 負 担 金1268民 生 費 国 庫 負 担 金1 9,458,9369,458,668 268国民健康保険保険基盤安定負担金

9,462,7362689,462,468計

県負担金（項） 1県支出金（款） 16

681社 会 福 祉 費 負 担 金1681民 生 費 県 負 担 金2 2,860,3972,859,716 681国民健康保険保険基盤安定事業負担金

2,877,2526812,876,571計

基金繰入金（項） 1繰入金（款） 19

317財政調整基金繰入金1317財政調整基金繰入金1 1,505,4981,505,181 317財政調整基金繰入金

4,001,9653174,001,648計



－4－

第3款　 民生費

２ 　 歳　 出

（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費 （単位：千円）

目 補正前の額 補 正 額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

特   定   財   源 説　　　　　　明

節

一般財源 区　　　分 金　　額
国県支出金 地 方 債 そ の 他

事　　業　　概　　要

　　　　　［ ］内は事業額の財源内訳

（ 保険・ 年金課）7 国民健康保険 702,688 1,266 703,954 949 317 27 繰 出 金 1,266 国民健康保険特別会計繰出金

国民健康保険繰出金繰 出 金 1,266 1,266

国県支出金［           949 ］

一 般 財 源［           317 ］

計 10,137,167 1,266 10,138,433 949 317


